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総合戦略特別委員会の継続設置及び委員の選任について 

 

 

 規約第２９条第２項に基づき、総合戦略特別委員会を継続するこ

ととする。 

 また、規約第２９条第３項に基づき、総合戦略特別委員会への参

加を希望する者を全員委員として選任することとする。 
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